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２０２３年度 輸送の安全に関する報告書 

 

小田急ハイウェイバス株式会社  

 

当社は、２０２２年１月１日に小田急箱根高速バス株式会社と小田急シティバス株式会

社が合併し、新生小田急ハイウェイバス株式会社として発足してから１年が経過しました。

引き続き、両社の強みを最大限に引き出すと共に、更なる安全管理体制の強化に向けて鋭意

取り組んでまいります。 

 

取締役社長 田島 寛之 

 

 

１. 輸送の安全に関する基本方針 

（１） 取締役社長および役員は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認

識します。そのうえで、事故等の防止対策および自然災害への備えについて幅広く取

り組み、輸送の安全確保に主導的な役割を果たしていきます。また、日ごろからお客

さまと接している社員からの安全に関する声に常に耳を傾けるとともに社員との対

話を重視しながら、輸送の安全確保を最優先として、継続的な改善を図ることにより、

一層強固な安全文化を醸成していきます。 

さらに自然災害については、発災時の被害の最小化を目指し、平時の備えの充実、

人命最優先の初動対応の徹底と、安全確保後の迅速な事業復旧体制の確立に万全を

期してまいります。 

安全方針 

 

 

 

 

安全宣言 わたしたちは関係法令を遵守し、以下の安全三訓を掲げます。 

 

 

 

 

わたしたちは自然災害発生時には、利用者、社員、関係者の安全確保を 

最優先とします。 

安全はすべてに優先する       

・安全の確保に近道はない 
・安全の確保に妥協はない 
・安全の確保に終わりはない 



（２） 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善（Plan・Do・Check・Action）

を当社型 G－PDCA シートにより全社員が一丸となって安全目標（G）に向け日々の

業務の取り組み状況を見える化し、絶えず輸送の安全性の向上に努めていきます。ま

た、輸送の安全に関する情報については積極的に公表します。 

 

２. 輸送の安全に関する目標および当該目標の達成状況 

２０２２年度は、自動車事故報告規則第２条に規定する事故は、同条第１１項に該当

する車両故障が３件発生しました。２０２３年度は重大事故ゼロを継続させるとともに、

軽微な事故発生件数を２７件以下に抑えるため、前年度に発生した事象の再発防止対策

に取り組み、あらゆる施策を講じていきます。 

 

３. ２０２２年度事業用自動車の事故統計表 

自 社 事 業 受 託 事 業 

高 速 バ ス 事 業 貸 切 観 光 バ ス  

重大事故 軽微な事故 重大事故 軽微な事故 重大事故 軽微な事故 

０件 
１５件 

（１件） 
０件 ２件 ０件 

２０件 

（６件） 

＊（ ）は、軽微な接触事故の内数         

 

４. 輸送の安全に関する重点施策 

（１） 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、次に掲げる事項を実施しています。 

①  輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令および安全管

理規程に定められた事項を遵守します。 

② 輸送の安全に関する費用および投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。 

③ 輸送の安全に関する内部監査を年２回行い、必要な是正を講じます。 

④ 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を速やか

に伝達、共有します。 

⑤ 輸送の安全に関する教育および研修の具体的な計画を策定し、これを的確に実施

します。 

（２） 管理の受委託の実施にあたっては、委託者（小田急バス株式会社）および受託者（当

社）は相互に協力・連携して、一丸となって輸送の安全性の向上に努めます。 

 

５. 輸送の安全のために講じた措置および講じようとする措置 

（１） 運転士教育・研修等 

① 年間教育計画を基に年４回実施する安全運動期間前に全従業員を対象とした安



全運転講習会を開催し、自社・他社における事故事例の検証や健康管理の重要性な

どについて学び安全意識の向上を図っていきます。また、旅客自動車運送事業者が

事業用自動車の運転士に対して行う指導および監督の指針に基づき、運転士に対す

る関係法令の遵守、実技教育、ヒヤリ・ハット等の小集団活動を実施して輸送の安

全確保に向けた意識の向上を図って参ります。 

・春の全国交通安全運動講習会（書面開催）   ４月下旬～５月中旬 

・夏の事故防止運動講習会     ６月下旬～７月中旬 

・秋の全国交通安全運動講習会および小集団活動  ９月上旬～９月下旬 

・年末年始自動車輸送安全総点検講習会   １１月下旬～１２月中旬 

・指導教官による安全通信の発刊      毎月 

・貸切バス乗務員に対する安全講習           年２回 

２０２２年度は新型コロナウイルス感染症対策に基づき一部書面で開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「事業用自動車総合安全プラン２０２５」の取り組みと、交差点右左折時および

信号機のない横断歩道付近に歩行者を認めた場合の一時停止を遵守します。また、

定期的な管理者による添乗指導・街頭立会い指導等を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 教育大綱に定めた初任運転者、事故惹起者などの教育、経験年数別による教育を

実施します。 

④ ４５歳を超えた運転士には脳ドックを５年毎に受診させ健康に起因する事故の

防止に努めます。 

⑤ 全運転士対象に睡眠時無呼吸症候群（SAS）のスクリーニング検査を３年毎に受

診させ健康に起因する事故の防止に努めます。 



⑥ 貸切バス事業者安全性評価認定制度の三ツ星を２０２２年度に更新取得しまし

たが、継続して取得するための更なる輸送の安全性と技術の向上を図ります。 

また、緊急時に備え小田急電鉄と大規模災害時等を想定した訓練も定期的に実施

しています。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 産業カウンセラーを配置し、従業員の面談やメンタルヘルス援助への取り組みを

行います。 

（参考） 

・一般財団法人日本海事協会推進「働きやすい職場認定制度」において認証 

・健康保険組合連合会「健康優良企業」の銀に認証 

これらも、運転士が安全運転に徹することができる環境づくりであると位置付け

継続して更なる取り組みに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６. 輸送の安全に関する教育および研修計画 

（１） 経営管理部門で安全管理に従事する者および現業部門の代表者 

① 毎月１回、定例会議ならびに運輸安全マネジメント委員会を開催し、本社部門と

営業所管理者による意見交換等を含めた情報の共有化を図り、輸送の安全性向上

に努めます。 

② 日常から経営幹部をはじめとする管理者が営業車への添乗を行い、運転士個々の

安全に関する取り組み姿勢、接遇に対して適切な指導を行います。併せて事故多発

地帯・危険箇所における街頭立会い指導等も強化します。 



（２） 運行管理者等 

① 国土交通大臣認定講習実施機関として、運行管理者指導講習を運行管理者有資格

者全員に実施しています。 

② 運行管理者全員が飲酒運転防止インストラクターの認定を受けるための講座を

受講し、アルコールに対する知識を高め飲酒運転等防止の指導の徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

（３） 全運転者 

① 事故発生後は速やかに調査を行い、原因の究明および再発防止に取り組みます。 

② 国土交通大臣認定適性検査実施機関として行う適性診断を、運転者は 3 年毎に受

診し、診断結果に基づきカウンセリングを行います。 

 

 

 

 

 

 

③ Driver Doctor Object（頭と足先にセンサーを取り付け、運転時の確認不足、ア

クセル・ブレーキの反応速度等を数値化する装置）を活用し、自己の運転の弱点を

客観的に知る教育を行います。 

 

 

 

 

 

 

④ 主任運転士を中心とした班制度を活用し、小集団によるきめ細やかな指導と自ら

が率先して輸送の安全に関し意識づけをする場を設け、一層の事故防止対策を進

めます。 

 

 



⑤ 毎年、本社営業所は警視庁が主催する「セーフティドライブ・コンテスト」、御殿

場営業所では静岡県バス協会が主催する「安全運転コンクール」に参加するととも

に、年度末には自社独自のドライバーコンテストを実施し、運転技術はもちろんの

こと関係法令、整備技能、接遇能力を総合的に評価し優秀者を表彰します。 

 

（参考） 

なお、御殿場営業所は、静岡県バス協会が主催する「安全運転コンクール」にお

いて、２０２０年・２０２２年に成績優秀事業所として表彰されました。 

 

 

７. ２０２２年度輸送の安全に関する予算等の実績額 

教育訓練などの実績額 

項目 ２０２２年度実績（千円） 

適性診断受診費 ５１ 

健康起因事故防止に関する費用（定期健診以外） １，３６５ 

安全運転研修費 ４，４４９ 

無事故表彰に関する費用 ８０ 

車両改善費 ３２，９９８ 

車両付属品費 １２，１４４ 

 

８.  輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統・運輸安全マネジメント体制組織 

別紙１ 

 

９.  安全管理規程 

別紙２ 

 

１０. 安全統括管理者 

取締役運輸事業部長 森 圭介（２０２３年４月１日選任） 

 

１１. 輸送の安全に関する内部監査の結果ならびにそれを踏まえた措置 

輸送の安全に関する内部監査を実施しました。監査指摘事項、問題点については速



やかに是正措置を講じました。また、２０２３年４月２５日に経営トップおよび安全

統括管理者に対して輸送の安全に関するヒアリングを実施しました。 

 

１２. 運転中のスマートフォンの取り扱いについて 

運転中のスマートフォン操作をしないという誓約書を社長以下社員全員が提出。 

 

『「ながら運転」は絶対に発生させない』との覚悟を決め、社を挙げて遵守するこ

とを宣言するとともに他社で発生した事例を鑑み、自社では同様の事象を発生させな

い対策を講じ、併せて年 4 回実施する講習会での啓発も行います。 

 

１３. 行政処分内容、講じた措置等 

２０２２年度、行政処分はありません。 

 

以 上 


